


～～初めて要約筆記者の派遣を利用される方へ～～

要約筆記とは、聴覚障害者に話の内容を要約しながらその場で文字にして伝える通訳のことです。

＜筆記方法の種類＞
手書きで筆記する方法とパソコンを使って入力する方法があります。
利用者が１～２名の場合は「手書きノートテイク」「パソコンノートテイク」と呼ばれ、利用者が多数で、筆記した文字をスクリーンなどに映し出して共有する場合は「手書き全体投影」「パソコン全体投影」と呼ばれます。
※筆記する内容や時間によって１人もしくは複数人で行います。
（利用の事例）
・手書きノートテイク　　……　病院受診、屋外研修など
・パソコンノートテイク　……　会議、講習会など
・パソコン全体投影　　　……　講演会など
・手書き全体投影　　　　……　スポーツ大会など

＜申請方法＞
派遣を希望する日が決まったら、藤枝市役所障害福祉課に派遣申込をしてください。市役所窓口もしくはFAXでの申込ができます。（派遣申請書は障害福祉課にあります。）
派遣する筆記者が決まったら決定通知書をお送りします。

・受 付 時 間：平日午前８時３０分から午後５時１５分まで
・申  込  先 ：藤枝市役所　障害福祉課　障害福祉係　 FAX　054-644-2941
※閉庁時の事故など緊急時は、消防署及び警察に通報した際に聴覚障害者であることと要約筆記者が必要であることを伝えてください。消防、警察が要約筆記者を手配します。
＜利用の流れ＞

③当日、現場で
要約筆記者と
会う。

②要約筆記者の
決定通知書を
受け取る。

①要約筆記の
派遣申請する。
（手渡し・FAX）




＜利用時の注意＞
・ペンや用紙は筆記者が持参します。ご本人が準備する必要はありません。
・現場で筆記した用紙をお渡しすることはできません。
・利用を取りやめる場合はできるだけ早く市役所にご連絡ください。
[bookmark: _GoBack]お問合せ
藤枝市役所　障害福祉課　障害福祉係　
TEL 054-643-3294　FAX 054-644-2941
ｱﾄﾞﾚｽ fujieda-fukushi@softbank.ne.jp


　


～　要約筆記の事例・イメージ図　～
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